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2022 年６月 29 日 

各 位 

 

会 社 名 ＶＴホールディングス株式会社 

代 表 者 代表取締役社長 高橋 一穂 

 (コード：7593  東証プライム市場、 

名証プレミア市場) 

問合せ先 常務取締役管理部長 山内 一郎 

 (TEL. 052－203－9500) 

 

内部統制システムの基本方針の一部改定のお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を一部改定することを

決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせいたします。 

 

（改定主旨）当社では、2006 年５月 15 日に「内部統制システムの整備に関する基本方針について」

として、適時開示させていただいて以来、2008 年６月と 2015 年６月の２度の一部改定を行っており

ますが、この度、新たな組織体制や近時の重点課題等を踏まえ、一部の項目につき抜本的な見直し

を図りました。 

また、併せまして、これまで「内部統制システム構築の基本方針」としてきました方針名につき

ましても、「内部統制システムの基本方針」に改めることといたしております。 

 

記 
 

内部統制システムの基本方針 

 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役及び使用人が、法令・定款を遵守するよう「グループ行動規範」「コンプライアンス規程」

を制定の上、周知徹底しております。 

②コンプライアンスを推進するため、「コンプライアンス推進室」を設置し、関連規程の整備のほ

か、取締役及び使用人に対する研修・啓蒙等の活動を行います。また、コンプライアンス担当

役員を委員長とするグループコンプライアンス委員会を設置し、全社横断的なコンプライアン

スの取り組みを統括・管理しております。 

③第三者機関による内部通報制度を整備し、不正・不法行為等の早期発見、是正の体制を構築し

ております。 

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役の職務執行に係る情報・文書（以下、職務執行情報といいます。）は、取締役管理部長を

責任者として、法令及び当社社内規程等に従って適切に保存管理します。 

②取締役管理部長は、社内の重要事項に係る職務執行情報をデータベース化し、当該各文章等の

存否及び保存状況を直ちに検索する事が可能な体制を構築します。 
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3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①当社は、「ＶＴグループリスクマネジメント規程」に基づき、経営に重大な影響を及ぼす可能性

のあるリスクに対して、潜在的なリスクの排除、未然防止、再発防止等の対応をします。 

②当社は、リスクマネジメント担当役員を委員長とする「グループリスクマネジメント委員会」

を設置し、リスクの種類別に設置される委員会、作業部会等を通じて、子会社を含めたグルー

プ全体のリスクマネジメントを行います。 

③内部監査室は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査規程に基づく監査計画を策定し、内

部監査を行うこととしており、内部監査を通じて損失の危険のある業務執行行為等が発見され

た場合は、代表取締役社長に直ちに報告します。 

 

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①経営計画のマネジメントについては、経営理念に基づき策定される年度計画及び中期経営計画

の目標達成のために各業務執行ラインで活動することとし、経営計画が当初の予定通りに進捗

しているか業務報告を通じ定期的に検査を行います。 

②業務執行のマネジメントについては、取締役会規程に基づき該当事項を取締役会に付議し、取

締役会においては経営判断の原則を踏まえ、議題に関する十分な資料を全役員に配布します。 

③日常の業務執行については、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲が行われ、各

レベルの責任者がそれらの規程に基づき業務を遂行します。 

 

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

①当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営に係る事項を当社に報告させるとともに、

重要事項については当社の承認を要する体制を構築しています。また、内部通報制度の運用を

通じて、不正・不法行為等の早期発見、是正の体制を企業集団として整備しています。 

②当社は、「グループリスクマネジメント委員会」及びリスクの種類別に設置される委員会、作業

部会等を通じて、子会社各社の損失リスクを管理しております。 

③必要に応じ、当社の役員または使用人が子会社各社の役員に就任し、企業集団として連携の取

れた効率的な職務の執行を可能にするとともに、業務の適正の確保に関する指導・監督を行い

ます。 

④当社が定める「グループ行動規範」「コンプライアンス規程」を当社グループにも周知徹底させ

ており、「グループコンプライアンス委員会」をグループ横断的な組織として設置するなど、法

令、定款及び各種規程等の遵守を徹底する体制を構築しております。 

⑤内部監査室は、当社グループの内部監査部門と連携を図りながら、子会社各社の法令、定款及

び各種規程等の遵守状況を把握します。 

 

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実

効性の確保に関する事項 

①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を配置します。 

②当該使用人への指揮権は、監査役に委譲されたものとし、当該使用人の任命・異動・人事評価

については、事前に監査役会の同意を得るものとします。 
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7. 監査役に報告をするための体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利

な取扱いを受けないことを確保するための体制 

①当社の取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、もしくは発生する恐れ

がある場合、または取締役及び使用人による違法もしくは不正な行為を発見した場合は、速や

かに監査役に報告します。また、子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報

告を受けた者が同様の事実を認識した場合も、速やかに当社監査役に報告します。 

②当社の監査役は、取締役及び使用人または子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、業務

執行の状況について報告、説明または資料の提出等を求めることができます。 

③監査役は、経営会議などの重要会議に出席することで、当社の重要事項について適時報告を受

けるとともに、子会社の監査役と定期的な情報交換を行い、グループ各社の重要事項について

も報告を受けます。 

④前各項に係る報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いをする

ことを禁止します。 

 

8. 監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査の実効性を確保するため、監査役の職務執行について生ずる費用の予算を毎年計上し、予

算外で拠出する費用についても、法令に則って会社が前払いまたは償還します。なお、監査役は、

当該費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意します。 

 

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

取締役会は、監査役が取締役会及び重要な会議等に出席する体制を整備するとともに、定期的

に代表取締役社長、内部監査室及び会計監査人と意見交換する機会を設けます。 

 

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況 

①反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、グループ行動規範において

「暴力団、総会屋、テロ集団等の反社会的勢力による要求に屈することが、結果的に反社会的

な行為を助長することを十分に認識し、反社会的勢力に対しては、全力を挙げて毅然とした態

度で臨み、一切の関りを持たない」旨を規定し、全取締役及び使用人へ周知徹底します。 

②反社会的勢力による不当要求がなされた場合、コンプライアンス推進室を統括部署として必要

な対応体制を編成し、顧問弁護士や警察等の外部の専門機関と連携して対応を行います。 

 

以 上 


